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は
じ
め
に

一
O
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
、
諸
国
の
百
姓
が
受
領
を
訴
え
る
所
謂
国
司
苛
政
上
訴
が
頻
発
し
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
苛
政
上
訴
は
、
基
本
的
に
は
受
領
に
よ
る
専
漸
的
部
内
支
配
と
、
そ
れ
に
対
す
る
国
街
官

人
・
富
豪
層
の
対
立
と
し
て
理
解
さ
れ
が

)
O

国
街
官
人
と
郡
司
ら
と
の
共
闘
の
背
景
に
は
、
受
領
へ
の
権
限
集
中
の
対
賦
的
現
象
と

し
て
の
国
街
に
お
け
る
任
用
国
苛
の
地
位
の
低
下
や
、
国
街
雑
色
人
を
媒
介
と
す
る
国
郡
行
政
の
一
体
化
の
現
象
が
あ
り
、
ま
た
、

月
請
が
富
豪
層
を
負
名
に
編
成
し
て
、
そ
の
直
接
支
配
を
目
指
し
た
こ
と
(
い
わ
ゆ
る
負
名
体
叫
)
と
も
関
係
し
て
い
る
。

本
稿
も
基
本
的
に
上
述
の
理
解
に
た
つ
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
苛
政
上
訴
が
地
方
に
お
け
る
受
領
の
支
配
そ
の
も
の

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
々
の
受
領
の
行
為
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
上
訴
の
背
景
に
つ
い
て
も
個
々
の
事
例

毎
に
検
討
す
る
必
要
と
余
地
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
観
点
か
ら
、
個
々
の
苛
政
上
訴
と
受
領
と
の
関

係
に
つ
い
て
些
細
な
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

上訴と功過

尾
張
守
藤
原
元
命
の
解
任

苛
政
上
訴
の
代
表
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
が
、
永
延
二
年
十
一
月
八
日
の
日
付
を
も
っ
、
国
守
藤
原
元
命
を
訴
え
た
「
尾
張
図
解

1 



文
」
(
以
下
「
解
文
」
と
表
記
す
る
)
で
あ
る
。
こ
の
「
解
文
」
の
提
出
を
、
つ
け
て
元
命
に
関
す
る
審
議
が
な
さ
れ
た
の
は
、
翌
二
一
年

(
永
酢
元
年
)
二
月
五
日
の
こ
と
で
あ
り
、
「
日
本
紀
略
』
に
は
「
又
定
尾
張
国
百
姓
愁
申
守
元
命
可
被
替
他
人
之
出
」
、
ま
た
「
百

干

(
4
}

レ

レ

二

上

錬
抄
』
に
も
「
諸
卿
定
一
咋
尾
張
国
百
警
官
高
原
元
命
非
法
事
」
と
あ
り
、
こ
の
日
の
公
卿
会
議
で
「
解
文
」
の
内
容
が
審
議

さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
審
議
が
決
着
し
た
の
は
こ
の
と
き
で
は
な
く
、
「
小
右
記
」
永
酢
元
年
四
月
五
日
条

に
「
尾
張
守
文
信
、
元
命
朝
臣
依
百
姓
愁
停
任
」
と
記
す
よ
う
に
、
元
命
の
解
任
と
新
司
の
任
命
が
決
ま
っ
た
の
は
四
月
五
日
の
こ

二

一

レ

と
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
二
月
五
日
は
「
解
文
」
が
公
卿
の
会
議
に
提
出
さ
れ
た
日
で
あ
り
、
元
命
の
処
分
に
至
る
ま
で

2 

に
二
ヶ
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

『
小
右
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
年
初
定
例
の
受
領
功
過
定
が
実
施
さ
れ
た
の
は
正
月
一
八
日
、
除
目
が
行
わ
れ
た
の
は
二
九
日

1
二
月
二
日
で
、
こ
の
と
き
に
は
越
前
守
・
丹
波
守
な
ど
の
受
領
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
元
命
の
こ
と
は
記
録
さ
れ

て
い
な
い
。
二
月
五
日
以
前
の
記
録
・
日
記
類
に
も
、
元
命
に
関
係
す
る
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
上
訴
が
受
理
さ
れ
て
か
ら
速
や

か
に
審
議
に
至
る
例
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
解
文
」
の
提
出
・
受
理
は
、
二
月
五
日
を
さ
ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

尾
張
守
と
し
て
の
元
命
の
任
期
に
つ
い
て
は
詳
細
な
史
料
が
な
い
。
寛
和
元
年
二
月
に
は
式
部
丞
で
あ
る
ふ
ぷ
か
ら
、
尾
張
守
の

任
命
が
こ
れ
以
降
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
「
解
文
」
に
は
「
国
守
藤
原
朝
臣
元
命
三
笛
年
内
責
取
非
法
官
物
弁
濫

行
横
法
品
川
一
笛
条
愁
状
」
(
前
文
)
や
、
「
一
二
箇
年
内
収
納
加
徴
正
税
」
(
第
一
条
)
、
「
三
箇
年
間
毎
月
号
借
絹
」
(
第
九
条
)
、
「
三
箇

年
料
籾
」
(
第
十
条
)
な
ど
と
一
一
一
箇
年
の
治
政
に
言
及
す
る
箇
所
が
多
く
、
末
文
に
も
「
僅
過
三
年
不
異
歩
虎
首
」
の
文
言
が
あ
り
、

一
レ
レ
二

こ
れ
ら
か
ら
は
「
解
文
」
の
作
成
さ
れ
た
永
延
二
年
が
元
命
の
任
期
の
一
一
一
年
目
で
あ
り
、
元
命
の
任
初
年
は
寛
和
二
年
で
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
元
命
は
任
期
の
三
年
目
の
終
わ
り
に
訴
え
ら
れ
、
任
期
途
中
で
解
任
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
な
ぜ
元
命

は
こ
の
時
期
に
上
訴
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
解
文
」
で
指
弾
さ
れ
た
元
命
の
行
為
は
、
任
初
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
解
文
」
を
提
出
し
た
尾
張
国
の
「
郡
司
百
姓
等
」
が
三
年
間
は
耐
え
た
も
の
の
、
通
常
の
任
終
年
で
あ
る
四
年
目
を
迎
え
よ
う
と
す



る
と
こ
ろ
で
限
界
に
達
し
て
愁
訴
に
出
た
と
は
考
え
に
く
い
。
任
期
の
三
年
目
の
末
と
い
う
時
機
に
は
、
自
ず
と
そ
う
あ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
事
情
が
存
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

当
時
一
般
の
受
領
の
任
期
は
四
年
で
あ
り
、
任
期
終
了
後
の
受
領
功
過
で
は
調
庸
惣
返
抄
・
雑
米
惣
返
抄
・
勘
済
税
帳
・
封
租

抄
・
新
委
不
動
穀
・
率
分
・
斎
院
契
祭
料
な
ど
の
公
文
勘
済
関
係
と
勘
解
田
使
勘
文
が
審
議
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
調
濡
惣
返
抄
・
勘

済
税
帳
・
封
租
抄
は
前
司
任
終
年
と
当
任
三
か
年
の
計
四
年
を
対
象
と
し
て
審
議
さ
れ
る
。
則
ち
当
任
の
三
年
目
と
は
、
受
領
功
過

の
重
要
な
審
議
点
に
関
す
る
対
象
年
限
の
末
年
に
あ
た
り
、
こ
の
年
ま
で
が
受
領
が
精
力
的
に
任
を
務
め
る
期
間
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
任
終
年
の
格
率
分
を
里
倉
負
名
で
分
付
し
た
阿
波
守
忠
良
の
例
な
ど
は
、
任
終
年
に
お
い
て
受
領
が
現
物
に
よ
る
収
納
・

勘
済
を
徹
底
せ
ず
、
帳
簿
上
の
操
作
で
実
態
と
の
議
離
を
拐
塗
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
任
終
年
に
は
そ
の
よ
う
な

行
為
が
行
わ
れ
や
す
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
言
え
る
だ
ろ
う
。

長
久
元
年
の
受
領
功
過
定
に
お
い
て
は
、
関
白
藤
原
頼
通
の
命
に
よ
り
讃
岐
国
の
百
姓
愁
状
と
国
解
が
審
議
の
資
料
と
し
て
利
用

{
8
}
 

さ
れ
た
。
こ
の
場
合
も
上
訴
し
た
百
姓
の
実
態
は
郡
司
等
で
あ
問
、
こ
う
し
た
例
か
ら
は
「
解
文
」
の
よ
う
な
愁
訴
状
が
受
領
功
過

の
参
考
に
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
十
一
月
に
作
成
さ
れ
、
結
果
と
し
て
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
も
の
の
受
領
功
過
定
の

近
日
に
提
出
さ
れ
た
「
解
文
」
は
、
こ
の
一
一
一
年
目
ま
で
の
成
績
の
内
実
を
問
題
化
し
、
受
領
と
し
て
の
元
命
の
功
過
に
最
も
効
果
的

な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
を
狙
っ
て
作
成
さ
れ
、
提
出
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
北
山
抄
」
に
み
る
元
命
の
審
議

上訴と功過

尾
張
守
藤
原
元
命
の
功
過
に
つ
い
て
は
、
『
北
山
抄
』
巻
十
吏
途
指
南
(
古
今
定
功
過
例
)

点
と
元
命
の
処
分
に
つ
い
て
、
「
解
文
」
と
は
別
の
視
点
か
ら
具
体
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
本
件
の
問
題

3 



尾
強
守
元
命
、
首
任
加
奉
、
不
度
見
稲
、
依
倒
班
給
云
々
、
新
司
臨
秋
着
任
、
未
到
以
前
班
給
可
然
、
但
本
穎
之
中
又
分
l
付
見

レ

二

一

レ

レ

レ

二

稲
一
、
彼
此
之
問
、
事
似
不
問
、
就
中
首
任
所
加
奉
、
何
謂
前
例
乎
、
然
而
件
見
稲
藁
芥
悪
云
々
、
血
小
班
給
子
、
量
産
分
料
一
、

一

一

一

一

依
実
証
給
之
由
、
己
有
所
見
、
因
之
後
日
所
被
定
許
也
、

二

一

レ

レ

-

一

4 

「
北
山
抄
」
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
在
任
中
の
加
挙
分
に
つ
い
て
元
命
が
見
稲
(
現
物
)
を
班
給
せ
ず
、
そ
れ
を
前
例
に

従
っ
た
措
置
で
あ
る
と
主
張
し
た
点
に
集
中
し
て
い
る
。
「
北
山
抄
」
で
は
、
元
命
が
新
司
到
着
以
前
に
班
給
し
た
こ
と
を
当
然

(
「
可
然
」
)
と
し
な
が
ら
も
(
①
)
、
見
稲
を
以
て
新
司
に
分
付
し
た
こ
と
を
不
審
と
し
(
②
)
、
当
任
加
挙
分
の
方
法
の
根
拠
と
し

て
「
前
例
」
を
も
ち
出
し
た
点
を
否
定
的
に
判
断
し
た
(
③
)
が
、
分
付
し
た
見
稲
は
極
め
て
粗
悪
で
班
給
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
(
④
)
、
諸
寺
燈
分
料
に
つ
い
て
は
見
稲
を
班
給
し
た
こ
と
(
①
)
に
つ
い
て
所
見
が
得
ら
れ
た
の
で
、
後
日
元
命
は
許
さ
れ

た
と
し
て
い
る
。

①
1
③
が
功
過
定
に
関
与
す
る
公
卿
側
か
ら
の
視
点
で
あ
り
、
④
⑤
が
審
議
対
象
と
な
っ
た
元
命
側
か
ら
の
主
張
で
あ
る
こ
と
は

論
を
倹
た
な
い
。
①
1
③
の
背
景
に
存
在
す
る
、
見
稲
を
班
給
す
べ
き
と
い
う
原
則
論
か
ら
の
疑
念
に
対
し
て
、
元
命
は
④
で
見
稲

と
さ
れ
た
も
の
も
見
稲
の
性
格
を
事
実
上
も
た
な
い
も
の
で
あ
り
(
即
ち
指
摘
は
的
外
れ
で
あ
り
)
、
⑤
で
見
稲
が
あ
る
燈
分
料
に
つ

い
て
は
適
切
な
措
置
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
自
己
の
無
過
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
古
今
定
功
過
例
」
に
一
言
、
っ
、
元
命
が
加
挙
分
に
つ
い
て
見
稲
を
班
給
せ
ず
、
そ
の
息
利
分
の
み
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
「
解
文
」
第
一
条
に
「
凋
弊
之
民
、
負
正
税
而
不
耕
田
博
、
富
勢
之
竃
、
領
能
回
以
不
請
正
税
、
例
為
存
公
平
、

一

一

(

叩

)

レ

一

一

-

二

レ

一

一

レ

二

レ

同
以
一
忠
利
七
寓
三
千
八
百
六
十
三
束
¥
率
於
国
内
力
田
一
之
問
、
嘗
任
守
元
命
朝
臣
三
箇
年
所
納
、
既
以
繁
多
也
」
と
、
囲
内
の

富
農
(
「
力
団
」
)
か
ら
息
利
分
を
徴
収
し
て
い
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
諸
寺
燈
分
料
に
関
し
て
は
、
「
延
喜
式
」
で
は
尾

張
国
に
は
国
分
寺
料
二
万
束
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
が
、
「
解
文
」
第
二
十
四
条
で
は
国
分
尼
寺
修
理
科
稲
一
万
八
千
束
の

不
下
行
が
、
二
十
五
条
で
は
講
読
師
の
衣
供
・
僧
尼
等
の
布
施
の
料
稲
一
万
三
千
百
束
の
不
下
行
が
指
弾
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
と



対
応
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
「
解
文
」
で
指
弾
さ
れ
た
元
命
の
行
為
の
少
な
く
と
も
一
部
が
、
実
際
に
行
わ
れ
た
こ

上訴と功過

と
を
一
一
小
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
吋
北
山
抄
』
の
記
事
は
、
直
接
に
は
「
解
文
」
の
提
出
に
伴
う
元
命
の
処
分
に
関
わ
る
審
議
時
の
も
の
で
は
な
い
。

「
新
司
臨
秋
着
任
、
未
到
以
前
班
給
」
な
ど
の
文
言
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
元
命
の
解
鉦
後
に
任
命
さ
れ
た
新
司
(
藤
原
文
信
)
が
交

替
政
に
際
し
て
勘
出
し
た
内
容
を
対
象
と
す
る
功
過
定
の
審
議
の
概
要
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
解
文
」
の
一
部
と
の
内
容
上
の

連
関
は
、
新
司
文
信
の
交
替
政
の
際
に
「
解
文
」
に
記
載
さ
れ
た
の
と
同
様
の
事
柄
が
勘
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
勘
出
に
当
た
っ
て
は
元
命
の
解
任
に
至
っ
た
「
解
文
」
の
内
容
が
意
識
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
で
の
主
要
な

関
心
は
見
稲
の
有
無
と
そ
の
取
扱
い
と
い
う
物
実
の
問
題
に
収
飲
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
本
来
の
受
領
功
過
に
必
要
な
文
書
は
前

述
の
よ
う
に
物
実
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
権
記
」
に
よ
れ
ば
、
長
保
五
年
四
月
二
十
六
日
の
陣
定
に
お
い
て
受
領
功
過
が
行
わ
れ
た
。
「
尾
張
元
(
命
)
非
過
、
紀
伊
景
理

過
、
阿
波
忠
良
・
安
隆
等
事
、
非
可
謂
過
之
由
、
諸
卿
一
同
定
之
、
弼
相
公
濁
云
過
、
但
未
一
定
」
と
あ
り
、
こ
の
時
に
尾
張
守

レ

レ

レ

レ

元
命
と
紀
伊
守
景
理
の
功
過
が
決
定
し
、
残
さ
れ
た
阿
波
{
寸
前
司
忠
良
と
前
々
司
安
隆
の
功
過
は
六
月
二
日
に
至
っ
て
過
を
除
く
こ

と
で
決
定
し
た
。
前
述
の
「
北
山
抄
」
の
記
事
は
、
こ
の
長
保
五
年
の
陣
定
の
審
議
記
事
で
あ
り
、
尾
張
守
と
し
て
の
元
命
の
功
過

は
解
任
後
十
四
年
目
に
過
と
し
な
い
こ
と
で
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

元
命
の
功
過
が
「
非
過
」
と
さ
れ
た
理
由
は
、
同
じ
く
「
北
山
抄
」
の
「
古
今
定
功
過
例
」
に
載
せ
る
、
同
日
に
審
議
さ
れ
た
紀

伊
守
景
理
と
比
較
す
る
と
鮮
明
に
な
る
。
景
理
が
関
わ
れ
た
の
は
、
任
中
加
挙
稲
を
班
給
し
た
と
称
す
る
も
の
の
見
稲
を
新
司
に
分

レ

一

一

一

一

一

一

付
し
な
か
っ
た
こ
と
で
、
新
司
は
「
難
称
班
給
、
空
造
返
挙
之
帳
」
と
責
め
、
景
理
は
「
陳
状
事
不
分
明
、
只
称
前
例
」
の
み
で

あ
っ
た
の
で
過
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
(
こ
の
後
、
見
稲
を
出
挙
し
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
過
を
外
し
て
功
過
が
確
定

し
た
)
。
こ
こ
で
景
理
が
勘
出
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
基
本
的
に
元
命
に
対
す
る
も
の
と
変
わ
ら
ず
、
受
領
側
の
反
駁
が
「
例
」
を
根
拠

に
行
わ
れ
て
い
る
点
も
変
わ
ら
な
い
。
異
な
る
の
は
、
景
理
の
場
合
は
「
新
司
四
月
朔
間
着
園
、
未
及
播
殖
之
期
」
で
あ
っ
た
が
、

レ

レ

二

一

5 



元
命
の
場
合
は
「
新
司
臨
秋
着
任
」
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
景
理
の
新
司
は
「
播
殖
之
期
」
を
迎
え
て
見
稲
を
班
給
し
よ
う
と
し
た

レ

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
元
命
の
新
司
は
寧
ろ
反
対
に
収
穫
期
に
着
任
し
た
た
め
に
見
稲
班
給
の
必
要
性
が
切
迫
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
元
命
が
「
未
到
以
前
班
給
可
然
」
と
判
断
さ
れ
た
の
は
、
多
分
に
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
景
理
と

元
命
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
本
稲
で
は
な
く
加
挙
稲
に
つ
い
て
に
す
ぎ
な
い
が
、
加
挙
と
い
う
行
為
の
善
悪
で
も
、
加
挙
の

利
率
で
も
な
い
。
加
挙
の
結
果
が
、
適
正
な
処
理
の
後
に
、
交
替
時
に
見
稲
と
い
う
実
物
の
形
態
で
存
在
し
て
い
る
か
否
か
の
唯
一

点
で
あ
る
。

元
命
は
、
こ
の
後
、
正
暦
五
年
に
は
前
尾
張
守
、
長
徳
元
年
に
は
散
位
・
吉
田
祭
の
奉
行
と
し
て
史
料
上
現
れ
る
が
、
そ
れ
以
外

の
官
歴
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
長
徳
元
年
ま
で
他
の
受
領
躍
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
恐
ら
く
は
こ
の
長
保
五
年
の

判
定
が
下
さ
れ
る
ま
で
元
命
は
受
領
に
任
官
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
元
命
の
例
は
、
見
稲
の
存
在
を
執
捕
に
問
題
に

す
る
姿
勢
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
物
実
の
勘
検
こ
そ
が
受
領
の
功
過
判
定
の
重
点
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
受
領
功
過
定
の
重
要
性

と
、
功
過
定
が
実
質
的
に
機
能
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
活
。

と
こ
ろ
で
、
苛
政
上
訴
を
因
と
し
て
解
任
さ
れ
た
前
司
と
新
司
と
の
聞
で
、
交
替
政
時
の
勘
出
を
め
ぐ
っ
て
同
様
に
争
論
が
発
生

し
た
例
は
他
に
も
み
ら
れ
、
例
え
ば
『
権
記
」
長
保
元
年
十
一
月
九
日
条
に
は
以
下
の
記
事
が
あ
る
。

淡
路
国
司
申
、
位
禄
代
可
令
前
司
弁
済
申
也
、
未
交
替
之
閥
、
新
吏
以
何
者
済
進
乎
、
前
司
申
、
新
司
被
計
取
之
物
所
封
、
当

レ

-

一

一

二

一

一

一

一

一

一

年
官
物
也
、
何
済
去
年
租
穀
代
乎
云
々
、
仰
奏
此
由
、
申
旨
依
有
理
裁
免
、
則
被
仰
頼
貞

二

一

コ

一

レ

レ

レ

.

一

一

同
年
九
月
、
淡
路
守
讃
岐
扶
範
が
「
百
姓
愁
」
に
よ
っ
て
喚
問
さ
れ
、
平
久
佐
に
交
替
さ
せ
ら
れ
る
事
件
が
あ
っ
た
が
、
「
権
記
」

の
記
事
は
、
新
司
久
佐
へ
の
引
継
に
際
し
て
新
司
と
前
司
扶
範
と
の
聞
で
位
禄
代
の
済
進
を
め
ぐ
っ
て
争
論
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
新
司
が
任
命
さ
れ
た
以
上
、
た
と
え
解
任
さ
れ
た
と
は
言
え
前
司
も
新
司
の
交
替
政
へ
の
関
わ

り
は
避
け
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
お
い
て
は
通
常
の
交
替
と
同
様
に
、
新
司
の
勘
出
と
前
司
の
弁
申
、
則
ち
所
執
の
応
酬
が
行
わ
れ
た
の
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で
あ
っ
た
。

淡
路
国
の
例
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
命
に
関
す
る
審
議
は
、
「
解
文
」
に
基
づ
く
も
の
と
、
新
司
文
信
の
交
替
政
で
の
勘
出
に

基
づ
く
も
の
と
の
二
度
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
審
議
こ
そ
が
、
「
古
今
定
功
過
例
」
に
記
録
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
受
領
と
し
て
の
元
命
の
本
質
的
な
評
価
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
そ
こ
で
の
審
議
で
弁
申
の
内
容
が

涼
解
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
非
過
」
と
判
断
さ
れ
、
再
び
受
領
と
し
て
の
新
た
な
官
職
に
就
く
資
格
を
罰
復
し
た
の
で
あ
る
。

「
北
山
抄
』
か
ら
み
る
限
り
、
元
命
の
処
分
に
関
す
る
最
終
的
な
結
果
は
、
た
だ
偏
に
、
請
負
分
の
勘
済
や
税
帳
の
勘
済
、
物
実
の

勘
検
に
よ
る
官
物
の
増
減
な
ど
か
ら
論
ぜ
ら
れ
る
受
領
と
し
て
の
成
績
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
受
領
へ
の
評
価
や

苛
政
上
訴
に
対
し
て
、
当
時
の
公
卿
た
ち
の
問
題
意
識
の
基
層
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か
を
示
す
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
結
果
と
し
て
愁

訴
は
、
そ
の
内
容
の
審
議
の
結
果
と
し
て
指
弾
の
対
象
と
な
っ
た
受
領
の
交
替
と
い
う
表
面
的
対
応
に
は
繋
が
っ
て
も
、
そ
れ
は
受

領
の
本
質
的
評
価
と
は
連
関
し
な
い
。
受
領
の
評
価
は
、
飽
く
ま
で
功
過
定
と
い
う
場
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

愁
状
・
善
状
の
提
出
と
受
領

上訴と功過

「
解
文
」
を
著
し
た
「
郡
司
百
姓
等
」
が
任
用
国
司
・
郡
可
な
ど
の
在
庁
層
で
あ
る
こ
と
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う

し
た
傾
向
は
他
の
愁
訴
例
か
ら
も
看
る
こ
と
が
で
き
る
。
讃
岐
国
の
例
が
郡
司
等
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
が
、
長
門
国
の

場
合
は
「
依
民
之
愁
被
任
替
云
々
」
(
『
左
経
記
』
)
と
あ
る
も
の
の
愁
訴
の
主
体
は
鋳
銭
司
判
官
土
師
為
元
で
あ
り
、
為
元
は
道
長
に

毎
年
牛
を
献
上
す
る
人
物
で
も
あ
っ
た
。
因
幡
国
の
例
も
、
守
橘
行
平
の
介
因
幡
千
里
殺
害
に
端
を
発
孔
て
お
り
、
「
政
加
咽
幡
国
官

人
以
下
、
日
者
有
愁
申
之
事
、
可
召
其
状
、
(
中
略
)
暫
令
候
、
可
待
定
日
、
百
姓
等
可
罷
帰
云

3
か
ら
み
れ
ば
、
愁
訴
の
主

一

上

レ

・

一

-

レ

レ

-

-

-

一

t

体
は
同
国
の
在
庁
ら
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
加
賀
国
の
場
合
も
、
愁
訴
状
は
「
加
賀
国
々
司
百
姓
等
国
司
無
弁
官
物
者
逃
去

解
文
」
で
あ
っ
た
。
一
覧
表
を
参
照
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
「
百
姓
等
」
と
表
記
さ
れ
て
い
て
も
、
愁
訴
の
主
体
が
判
明
す
る
場
合

は
そ
の
殆
ど
が
任
用
・
郡
司
ら
の
在
庁
層
で
あ
り
、
そ
れ
以
下
の
人
々
が
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
る
徴
候
は
見
い
だ
せ
な
い
。
し
か
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も
、
愁
訴
の
発
端
は
、
受
領
に
よ
る
在
庁
の
殺
害
・
追
捕
と
い
っ
た
暴
力
的
行
為
や
官
物
収
納
の
不
正
に
あ
り
、

る
「
苛
政
」
の
内
容
が
受
領
に
よ
る
在
庁
層
へ
の
「
苛
政
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
苛
政
上
訴
は
必
ず
し
も
受
領
|
在
庁
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
限
定
的
に
み
ら
れ
る
行
為
で
は
な
い
。

寛
弘
六
年
、
筑
後
守
菅
野
文
信
が
大
宰
府
の
苛
政
二
十
箇
条
を
愁
訴
し
、
こ
の
結
果
と
し
て
大
宰
大
弐
藤
原
高
遠
の
府
務
が
停
止
さ

れ
た
。
「
不
善
郎
等
及
有
事
問
者
等
、
早
給
召
官
符
、
可
被
召
上
、
次
又
申
進
済
調
京
庫
、
君
主
昔
、
非
哉
品
丸
山
}
と
い
う

二

一

二

一

レ

一

一

一

二

「
御
堂
関
白
記
」
の
記
述
か
ら
は
、
高
遠
は
自
身
の
郎
等
ら
を
引
率
し
て
お
り
、
恐
ら
く
は
彼
ら
を
使
用
し
て
、
文
信
に
対
し
彼
が
京

庫
へ
進
納
し
た
物
資
を
府
庫
へ
納
入
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
受
領
の
専
断
的
支
配
と
そ
れ
へ
の
在
庁
の
抵
抗
と

い
う
↓
圏
内
の
関
係
が
、
西
海
道
の
場
合
は
諸
国
を
統
括
す
る
大
宰
府
(
大
宰
大
弐
)
と
各
国
の
受
領
と
の
関
係
と
し
て
も
現
出
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

先
に
尾
張
守
元
命
は
任
三
年
目
で
上
訴
さ
れ
、
そ
れ
は
元
命
の
功
過
に
最
大
限
に
打
撃
を
与
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
の
可

能
性
を
述
べ
た
が
、
他
の
苛
政
上
訴
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
尾
張
国
に
お
い
て
は
、
元
命
の
他
に
三
回
の
愁
訴
状
(
藤
原
連

貞
・
藤
原
中
清
・
藤
原
経
国
)
と
一
田
の
善
状
(
藤
原
知
光
)
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
任
期
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
こ
の
う
ち
藤
原
連
貞
に
つ
い
て
は
、
前
可
の
橘
恒
平
が
康
保
四
年
正
月
に
尾
張
守
に
任
じ
、
天
禄
三
年
正
月
に
美
濃
{
寸
に
任

じ
て
お
り
、
恒
平
が
通
常
の
四
年
の
任
期
を
務
め
た
と
す
れ
ば
、
連
貞
は
天
禄
二
年
に
補
佐
さ
れ
、
任
終
年
の
天
延
二
年
に
上
訴
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。

長
門
守
高
階
業
敏
も
三
年
目
の
末
に
上
訴
さ
れ
て
い
る
。
業
敏
は
愁
訴
人
土
師
為
一
冗
と
次
々
に
大
乱
を
起
こ
し
て
い
た
と
あ
り
、

こ
の
場
合
も
時
期
を
図
っ
て
愁
訴
じ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
和
泉
守
(
源
)
基
相
の
場
合
は
三
年
目
末
と
任
終
年
の
初
め
の
二
度

に
わ
た
っ
て
、
伊
予
守
高
階
成
章
は
三
年

h
r上
訴
さ
れ
て
い
る
。

知
上
の
よ
う
に
、
苛
政
愁
訴
が
在
庁
ら
を
主
体
と
し
て
受
領
の
三
年
目
若
し
く
は
任
終
年
に
起
こ
さ
れ
る
こ
と
、
即
ち
受
領
の
功

過
を
標
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、
か
か
る
愁
状
が
受
領
の
任
国
支
配
の
実
態
面
に
立
ち
入
る
具
体
的
な
内
容
を

も
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
か
か
る
愁
訴
の
政
治
的
な
性
格
の
強
さ
か
ら
み
れ
ば
、
翻
っ
て
受
領
の
任
期
の
あ
る
時
期
に

上
訴
の
対
象
と
な
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苛
政
愁
訴
が
起
こ
さ
れ
る
要
因
も
ま
た
、
当
該
受
領
の
置
か
れ
て
い
る
情
況
に
応
じ
て
多
様
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る。

上訴と功過

治
安
三
年
の
伯
香
守
藤
原
資
頼
(
実
資
養
子
)
に
対
す
る
愁
訴
は
、
五
月
の
頼
通
宅
へ
の
「
伯
香
国
投
文
」
と
し
て
始
ま
り
、
十

一
月
に
は
道
長
宅
へ
の
二
度
に
わ
た
る
「
伯
者
国
落
書
」
へ
と
発
展
し
た
。
紀
成
任
の
事
に
関
係
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
実
資
は

「
尽
以
無
実
、
某
姓
奉
視
云
者
、
度
々
致
百
姓
愁
仰
放
逐
、
料
提
所
同
岬
」
と
の
観
察
を
記
し
て
い
る
。
資
頼
は
在
任
三
年
目
で
あ
っ

た
が
、
当
該
時
期
に
は
実
資
が
資
頼
の
昇
殿
を
申
請
し
て
努
力
を
重
ね
て
い
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
当
該
愁
訴
が
実
資
を
痛
く
心
配

さ
せ
て
い
た
様
子
は
「
小
右
記
」
か
ら
も
伝
わ
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
は
愁
訴
の
内
容
が
昇
殿
の
可
否
の
問
題
に
繋
が
り
か
ね
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
年
目
に
し
て
は
些
か
早
い
時
機
の
こ
の
愁
訴
は
、
受
領
で
あ
る
資
頼
の
昇
殿
を
妨
害
す
る
た
め
に

任
国
の
名
に
仮
託
し
て
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

当
該
期
に
は
愁
訴
状
と
善
状
が
と
も
に
み
う
け
ら
れ
る
が
、
丹
波
守
藤
原
頼
任
の
例
は
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
考
え
る
上
で
の
好

例
で
あ
る
。
寛
仁
三
年
六
月
、
丹
波
国
氷
上
郡
の
百
姓
が
二
十
四
簡
条
の
愁
状
を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
守
頼
任
が
暴
力
的
に

捕
ら
え
よ
う
と
し
た
た
め
愁
訴
人
が
宮
城
内
に
逃
げ
入
る
騒
動
と
な
っ
た
。
翌
七
月
に
二
度
目
の
愁
訴
が
あ
り
、
愁
訴
状
は
受
理
さ

れ
て
訴
人
等
は
帰
国
し
、
頼
任
は
一
日
一
道
長
・
頼
通
に
勘
当
さ
れ
た
も
の
の
、
許
さ
れ
て
同
月
中
旬
任
国
に
下
向
し
た
。
し
か
し
九

月
下
旬
、
今
度
は
丹
波
国
の
百
姓
が
頼
任
の
善
状
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
頼
任
は
下
向
後
の
八
月
中
旬
に
任
国
の
民
を
上
京
さ
せ

て
自
宅
の
垣
の
修
理
を
行
わ
せ
て
お
り
、
こ
う
し
た
頼
任
を
め
ぐ
る
出
来
事
マ
に
藤
原
実
資
は
不
審
の
念
を
懐
い
て
い
る
。
同
じ
条
件

の
下
で
任
国
の
愁
訴
人
が
対
応
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
、
恐
ら
く
こ
の
普
状
は
、
頼
任
が
愁
訴
人
(
恐
ら
く
は
在

庁
層
)
と
何
ら
か
の
妥
協
を
図
っ
た
結
果
か
、
或
い
は
頼
任
側
の
強
い
関
与
の
下
で
作
成
・
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

頼
任
の
前
司
源
雅
通
は
長
和
五
年
の
初
め
に
交
替
し
た
と
考
え
ら
れ
勾
か
ら
、
頼
任
は
長
和
五
年
補
任
で
寛
仁
三
年
が
任
終
年
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
丹
波
留
の
百
姓
が
愁
訴
し
た
の
は
頼
任
の
任
期
終
了
を
見
越
し
た
行
為
で
あ
り
、
頼

任
が
善
状
の
提
出
を
仕
組
ん
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
来
る
べ
き
自
身
の
功
過
定
を
慮
っ
た
か
ら
と
は
推
測
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

普
状
の
提
出
例
を
み
る
と
、
任
終
年
と
考
え
ら
れ
る
例
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
。
大
和
守
藤
原
輔
予
・
常
陸
介
藤
原
信
通
・
備
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前
守
藤
原
経
通
・
能
登
守
(
名
不
明
)
の
善
状
は
任
終
年
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
丹
波
守
藤
原
頼
任
も
任
終
年
の
可
能
性
が
高
い
。

近
江
守
藤
原
知
光
は
三
年
目
で
あ
る
が
翌
年
交
替
し
て
お
り
事
実
上
の
任
終
年
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
普
状
の
中
で
、
美
濃
守
源
遠

資
・
大
和
守
藤
原
輔
手
・
能
登
守
(
名
欠
)
は
延
任
を
、
伊
勢
守
藤
原
孝
忠
・
常
陸
介
藤
原
信
通
は
重
任
を
申
請
さ
れ
て
お
り
、
善

状
の
提
出
は
か
か
る
要
求
の
表
明
を
重
要
な
要
素
の
一
つ
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
近
江
守
藤
原
知
書
早
の
よ
う
に
、
前
司
の
出
家
・

辞
任
に
と
も
な
う
除
目
の
直
前
に
提
出
さ
れ
た
地
炉
、
美
濃
守
源
為
憲
の
よ
う
に
、
園
内
で
発
生
し
た
殺
人
事
件
へ
の
関
与
が
疑
わ

れ
て
撞
務
停
止
処
分
を
受
け
て
い
た
者
に
対
し
、
復
任
を
要
求
し
て
提
出
さ
れ
た
例
も
あ
る
が
、
善
状
の
大
半
は
任
終
年
或
い
は
そ

の
近
く
の
受
領
に
関
わ
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
則
ち
善
状
の
提
出
は
、
交
替
期
を
目
前
に
し
た
受
領
が
自
身
の
治
国
の

功
績
と
延
任
・
重
任
の
要
求
を
管
下
か
ら
提
出
さ
せ
る
形
を
と
る
こ
と
で
、
功
過
定
で
の
高
評
価
と
除
目
で
の
任
官
を
期
待
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
り
、
「
重
任
・
再
任
を
実
現
す
る
近
道
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
善
状
の
提
出
者
は
殆
ど
百
姓
・
州
民
と
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
僅
か
に
近
江
守
藤
原
知
章
の
場
合
に
国
雑
任
・
国
分
寺

僧
ら
が
提
出
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
愁
訴
状
と
同
様
、
益
百
状
も
在
庁
ら
が
作
成
・
提
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

愁
訴
状
の
場
合
、
多
く
は
関
係
者
の
勘
問
が
行
わ
れ
日
記
が
作
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
善
状
の
場
合
は
記
事
も
簡
略
で
審
議
の

手
続
も
詳
細
で
は
な
い
。
普
状
の
場
合
、
抑
も
の
事
件
性
は
少
な
く
、
ま
た
官
物
の
無
実
な
ど
の
実
否
究
明
の
緊
急
の
必
要
性
も
な

く
、
従
っ
て
喚
問
手
続
を
要
し
な
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
秋
山
訴
状
に
比
べ
て
善
状
の
提
出
例
は
少
な
い
が
、
こ
れ
は
功
過
に
際

し
て
受
領
自
ら
が
申
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
既
述
し
た
よ
う
に
愁
訴
状
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
の
は
当
面
の
処
分
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
訴
状
の
処
理
と
功
過
判
定
は
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
功
過
は
あ
く
ま
で
も
物
実

の
納
入
・
勘
会
な
ど
の
情
況
に
基
づ
い
て
判
定
さ
れ
る
以
上
、
設
問
状
も
つ
ま
り
は
理
念
的
な
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
か
ら
と
も
考

え
ら
れ
る
。
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上訴と功過

愁訴状の提出記事

年 月 日 国名 受領名 文書提出者(特定できる提出者)在期年目 処分 任期関係記事

天延2年5月23日 尾張 藤原連貞 百姓等 任終年3 解任

永延2年11Jl8臼 尾張 藤原フE命 郡司・百姓等 3求 解任

長保元年9月24日 淡路 i貴妓扶範 百姓等 4方 解任 長徳2年正月補任か※l

長保3年12月2日 大和 1原孝道 百姓等 住終年b 長保4年11月に守藍原景斉(見任)

寛弘4年7月23日 因幡 橘行平 官人目百姓等 3中 解任 寛弘2年正月補佐

寛弘5年2月27日 尾張 藤原中1青 郡司・百姓等 怪終年由 後司大江匡傷、寛弘6年正月補任

長和瓦年9月22日 加賀 I原政戦 国南・百姓等

長和 5年8月25日 尾張 藤原経国 郡司・百姓等

寛仁2年12月7日 長門 両府業敏 民(鋳銭司判官上師為光) 3末 解任 長和5年4月補任

寛仁3年6月19日 丹波 藤原頼任 氷上郡百姓等 !m年古 後百}藤原資業、寛仁4年正月初任

治安3年4月19日 1~馬 藤原実経 院御l主ロlカ 2カ 停任 .1担任 万寿2年lUl延任許可

治安3年11月3日 伯者 藤原資頼 百姓(某姓奉翻という人物) 3末
前"J藤原隆佐、治安51;1J!1専替
資領、治安元年3月任国ド向

万寿3年4月23日 伊賀 夜庁・百姓等

万寿 5年7月24日 但!耳 藤原能通 百姓等 2カ ※2 

長克9年7月11H 近江 藤原実経世 百姓等 住終年。 後ロi藤原隆佐、長暦2年正月補佐

長!居2年11月1日 1!!馬 百姓等

長久JG年正月22日 讃妓 藤原憲房ヵ 百姓(jls可等) 解任

長久元年12月25日 布i泉 (姓?()基割l百姓 3末 長暦2年6月補任

長久2年2月2日 和泉 (姓大)基布l愁民 4初

永承7年8月8日 伊予 高防成準 Ei姓20人 3カ 永7fr，4年12月締任

提出記事については森閑悌註(1)論文 (r'Jl安時代政治史研究J2 5 7 貞)の表を利用し、当該時J~lの受持1名及
び任期については宮崎康充編 n玉I"J補jí:Jを主とし、 i昌宏t1，ì~等で確認し刊成した。

※1 長徳2年正月に有名な藤原為時の淡路守から館前守への補任交替が起こっているが、この時淡路守と占直前守の

入れ待えとは書かれていなし、。或いはJ人範はこのn.~の制fjJí:かとも考えられる。

※2 前可藤原'長経が万寿21J!11月に延{千を許されており、能過が万寿4i下2月に見任としてみえることから、能通

の補任は万寿4年か。

善状の提出記事

年 月 日 国名 受領名 文書提1111t(特定できる提出者 任J~J年目 要求内容 任期関係記事

永延元年7月初日 美濃 i車速資 百姓等致百人 延任

長保2年2月22日 美濃 t原 t)議 ti姓等 解任免除

'Jl.弘6年9月22日 近江 藤原知章 1-1雑{下・ 1-1分寺僧等 任命

長和元年9月22日 大和 藤原椅 百姓等 4 延任 寛弘6年3月補佐

長布IJe年12月9fl 尾張 藤原知x 党弘7年'3月徐任

寛仁元年8月5日 勉中 人民等

寛仁克年11月12日 伊勢 藤原孝忠 百姓等 重任

寛仁3年9月28 丹波 藤原頼1f: 百姓等 任終年古

治安4年8月21EI 能主主 州民 4※i 

万寿4年5月8日 常陸 藤原信通 百姓・州民 4 万寿克年織任※2

万寿5年8月23日(畏克元年) 備前 藤原経過 百姓等 4 

長51;2年2月11日 備前 百姓等 4 

本表の作成方法は愁訴状の場合と同棟。

※ r/J、右記j万寿元年8月21日条に能登守からの滅省申請に際Lて f舵登l珂年得替、自前司任終至当年四ヶ年J
とある。

※2 r小右記j治安三年11月23日条で、常陸国に検交替使が派遣されており、介平維衡は「明年得替Jとある。維

衡の任中死去によるか。
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愁
訴
状
・
普
状
が
、
当
時
の
貴
族
杜
会
に
お
け
る
「
道
理
」
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
佐
藤
宗
誇
氏
で
あ
る
。

氏
は
訴
状
の
提
出
が
一
般
人
民
の
権
利
で
あ
り
、
そ
の
処
理
が
「
道
理
」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
が
没
落
し
つ
つ
あ
る
貴
族
社
会

の
存
続
に
不
可
欠
な
手
続
き
で
あ
り
、
摂
関
政
治
の
支
配
構
造
の
基
本
を
な
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
の
紹

介
さ
れ
た
加
賀
守
源
政
職
の
倒
は
、
勘
問
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
愁
訴
人
ら
が
参
上
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
「
道
理
」
を
以
っ
て
政
職

を
免
除
し
た
の
で
あ
り
、
訴
人
不
参
な
ら
ば
無
実
で
あ
る
と
い
う
形
式
的
適
合

h
t
「
道
理
」
と
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

愁
訴
の
審
議
と
受
領
と
し
て
の
本
来
的
な
功
過
判
定
は
別
個
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
場
合
に

言
及
さ
れ
る
「
道
理
」
は
当
該
時
期
の
支
配
構
造
の
本
質
的
連
聞
を
貫
く
論
理
た
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
形
式
的
適
合
性
を
重
視
す
る
論
理
は
他
の
箇
所
に
も
み
ら
れ
、
長
門
守
高
階
業
敏
の
場
合
も
、
三
度
に
わ
た
り
対
聞
の
た
め

に
召
喚
さ
れ
な
が
ら
参
上
せ
ず
、
こ
の
た
め
に
解
任
処
分
と
さ
れ
て
い
碕
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
愁
訴
人
が
道
長
と
父
子
二
代

に
わ
た
り
関
係
を
結
ん
で
い
る
人
物
で
あ
っ
た
以
上
、
業
敏
は
勘
聞
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
無
被
定
是
非
、
偏
依
為
元
申
所
被
解
却
」
(
「
小
右
記
」
)
と
あ
る
よ
う
に
、
実
否
の
究
明
や
是
非
の
判
断
以
前
に
処
理
さ
れ
た

レ

二

一

一

一

一

二

一

の
で
あ
り
、
源
政
職
の
例
が
「
道
理
」
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
業
敏
に
対
す
る
こ
の
処
理
も
同
様
に
「
道
理
」
に
よ
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
介
因
幡
千
里
殺
害
容
疑
で
処
分
さ
れ
た
因
幡
守
橘
行
平
の
場
合
も
、
一
度
は
勘
聞
の
場
に
参
上
し
た

も
の
の
弁
明
で
き
ず
、
「
其
後
度
々
難
令
召
不
参
、
仰
其
由
被
下
定
」
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

レ

レ

レ

レ

愁
訴
が
行
わ
れ
た
場
合
、
訴
人
と
対
象
者
の
両
者
を
勘
問
・
対
問
し
て
事
の
実
否
を
究
明
す
る
の
が
原
別
で
あ
り
、
勘
問
の
場
に

参
上
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
原
期
を
一
方
的
に
段
損
す
る
も
の
と
し
て
批
判
を
受
け
る
行
為
で
あ
っ
た
。
上
述
の
「
道
理
」
は
、
こ

の
原
則
の
枠
組
み
を
外
面
か
ら
支
え
る
た
め
の
形
式
的
適
合
性
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
問
題
の
内
実
に
関
わ
る
是
非
の
判
断
の

場
合
は
、
こ
う
し
た
形
式
論
理
と
し
て
の
「
道
理
」
で
は
な
く
、
現
実
と
し
て
優
先
さ
れ
る
べ
き
実
態
の
論
理
、
即
ち
「
例
」
に
依

存
す
る
こ
と
が
多
く
な

μ。
交
替
政
の
勘
出
に
対
し
て
受
領
が
「
例
」
を
根
拠
と
し
て
反
駁
す
る
の
も
、
「
解
丈
」
で
元
命
の
「
例
」

な
ら
ざ
る
行
為
を
指
弾
す
る
の
も
、
「
例
」
に
現
実
を
貫
く
論
理
を
み
、
そ
れ
を
重
視
す
る
通
念
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
受
領
功
過
に
お
い
て
も
、
「
例
」
は
功
過
を
判
定
す
る
重
要
な
基
準
で
あ
っ
た
。
受
領
の
功
過
判
定
の
材
料
の
大
半
が
揃
う
任
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上訴と功過

二
一
年
目
或
い
は
任
終
年
の
愁
訴
は
、
こ
の
意
味
で
当
該
期
の
支
配
構
造
の
一
端
を
呈
示
す
る
出
来
事
の
一
っ
と
も
一
世

お
わ
り
に

藤
原
元
命
の
代
わ
り
に
尾
張
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
藤
原
文
信
は
、
筑
後
守
在
任
中
に
安
倍
正
国
の
父
母
兄
弟
姉
妹
を
殺
害
し
、
そ
の

報
復
と
し
て
除
目
直
前
の
三
月
末
に
正
固
に
襲
撃
さ
れ
、
負
傷
し
た
人
物
で
あ
っ
か
)
。
恐
ら
く
は
こ
の
事
件
も
蓄
と
在
庁
の
対
立

に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
か
ら
窺
え
る
文
信
の
受
領
と
し
て
の
資
質
は
、
元
命
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

愁
訴
の
判
定
と
功
過
の
判
定
と
が
本
質
的
に
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
以
上
、
受
領
の
功
過
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
は
物
実
の
納
入
・

勘
演
な
の
で
あ
り
、
そ
の
資
質
こ
そ
が
中
央
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
註
)

註

l
i苛
政
上
訴
を
中
心
と
し
て
|
|
」
(
『
日
本
史
研
究
』
一
七
三
号

一
九
七
七
年
、
の
ち
「
平
安
時
代
政
治

森
田
悌
「
摂
関
期
政
治
動
向
の
考
察

史
研
究
』
に
所
収
)

註
2

山
口
英
男
「
十
世
紀
の
園
都
行
政
機
構
」
(
「
史
学
雑
誌
』
一

o
o
i九

一
九
九
一
年
)

註
3

坂
上
康
俊
「
負
名
体
制
の
成
立
」
(
『
史
学
雑
誌
』
九
四
|
二

本
条
の
記
事
に
つ
い
て
『
百
錬
抄
』
は
二
月
六
日
に
つ
く
る
が
、
「
大
日
本
史
料
』
に
し
た
が
い
「
日
本
紀
略
』
に
よ
る
。

一
九
八
五
年
)

註
4

註
5

吋
小
右
記
』
寛
和
元
年
二
月
二
十
七
日
条

註
6 

封
租
抄
に
つ
い
て
は
、
新
訂
増
補
故
実
叢
書
記
家
次
第
』
巻
四
(
{
歪
議
功
咽
跡
事
)
に
「
封
租
抄
向
調
庸
」
と
あ
る
。

註
7

『
北
山
抄
』
巻
十

吏
途
指
南
(
古
今
定
功
過
例
)

註
8

可
春
記
』
長
久
元
年
正
月
二
十
二
日
条

13 



註
9 

「
春
記
』
長
久
一
冗
年
六
月
八
日
条

森
田
悌
前
掲
論
文
。
ま
た
、
阿
部
猛
縞
「
北
山
抄
注
解
吏
途
指
南
』
(
東
京
堂
出
版
一
九
九
六
年
)
一
一
一

0
0
1三
O
二
頁

功
過
定
で
の
判
定
に
は
「
功
」
「
過
」
「
無
過
」
が
あ
る
。
元
命
の
「
非
過
」
は
、
当
初
「
過
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
権
記
』

長
保
五
年
六
月
二
日
条
で
は
同
様
に
「
過
」
に
関
わ
れ
た
阿
波
守
忠
良
・
安
隆
に
対
し
「
除
過
」
と
記
録
し
て
お
り
、
「
非
過
」
に
は
「
無
過
」
よ
り
も

否
定
的
評
価
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

14 

註
10 

巻
十

註
11 

註註註
14 13 12 

「
小
記
目
録
』
正
暦
五
年
三
月
二
日
条

『
日
本
紀
略
』
長
徳
元
年
四
月
二
十
四
日
条

紀
伊
守
大
江
景
理
の
任
終
年
は
長
保
二
年
で
あ
り
、
翌
三
年
正
月
に
は
新
司
源
兼
相
が
補
任
さ
れ
て
い
る
。
景
理
の
過
が
削
ら
れ
た
寛
弘
元
年
三
月
の

陣
定
の
際
に
は
且
原
理
は
前
紀
伊
守
と
記
さ
れ
て
お
り
(
「
御
堂
関
白
記
ケ
『
権
記
』
)
、
景
理
も
過
の
ま
ま
で
は
任
官
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

元
命
の
例
は
極
端
に
過
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
例
は
受
領
の
任
官
と
功
過
定
が
極
め
て
密
接
に
連
関
す
る
こ
と
、
ま
た
見
物
の
有
無
と
功

過
と
が
不
離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

註註註詮
18 17 16 15 

『
小
右
記
』
長
保
一
冗
年
七
月
一
八
日
条
・
九
月
二
五
日
条
、
『
御
堂
関
白
記
』
長
保
元
年
九
月
二
四
日
条

「
権
記
』
寛
弘
四
年
七
月
二
十
一
一
一
日
条

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
九
月
一
臼
条
。
八
日
条
。
同
十
九
日
条

『
北
山
抄
』
吏
途
指
南
(
罷
申
事
)
で
は
、
拝
除
の
月
日
が
遅
い
場
合
は
現
地
着
任
の
月
日
を
以
っ
て
任
初
年
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
成
章
の

L
L
L

ハuu

zE一但
t
i

補
任
は
永
承
四
年
十
二
月
で
あ
る
の
で
、
赴
任
は
翌
年
で
当
年
は
任
初
年
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

愁
訴
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
不
名
誉
で
あ
り
、
と
く
に
そ
の
内
容
に
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
(
受
領
側
に
非
の
あ
る
場
合
)
に
厳
し
い
処
置
の
対

象
と
な
っ
た
こ
と
は
、
治
安
三
年
の
但
馬
守
藤
原
実
経
(
行
成
の
息
男
)
の
例
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
(
『
小
右
記
』
治
安
三
年
四
月
十
九
日
条
・
二
十
一

日
条
な
ど
)
。
当
該
事
件
は
、
守
実
経
が
小
一
条
院
の
但
馬
御
庄
の
庄
司
円
惟
朝
を
追
捕
す
る
官
符
を
申
請
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
小
一
条
院
が
実
否
究
明

を
指
示
し
た
こ
と
か
ら
朝
廷
で
の
喚
問
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
惟
朝
の
答
弁
が
実
で
実
経
の
主
張
が
誤
り
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
行
成
は
実
資
に
相
談

し
、
そ
の
助
一
言
を
容
れ
て
道
長
に
事
情
を
説
明
す
る
に
至
っ
た
が
、
事
情
を
闇
聞
い
た
道
長
は
不
機
嫌
で
あ
り
、
六
月
二
日
に
実
経
は
麓
務
を
停
止
さ
れ
、



上訴と功過

七
月
三
日
に
至
っ
て
解
除
さ
れ
た
。
本
件
は
愁
訴
事
件
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
任
困
に
お
け
る
受
領
と
庄
司
の
札
機
か
ら
生
じ
、
郡
司
ら

を
巻
き
込
ん
だ
点
で
他
の
愁
訴
事
件
の
多
く
と
構
造
的
に
は
共
通
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
経
の
復
任
は
、
行
成
家
の
も
つ
貴
族
社
会
で
の
地
位

か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
当
該
案
件
の
処
理
の
た
め
に
は
一
日
一
は
停
任
と
い
う
処
分
を
下
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る。

註註 註 註 詮
24 23 22 21 20 

『
小
右
記
』
寛
仁
三
一
年
八
月
十
五
日
条
。
九
月
二
十
二
日
条

『
小
右
記
』
長
和
五
年
正
月
十
四
日
条
に
「
丹
波
中
将
」
、
同
年
五
月
二
日
条
に
「
前
丹
波
守
」
と
み
え
る
。

『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
六
年
九
月
十
二
日
条

佐
藤
宗
誇
「
百
姓
愁
状
の
成
立
と
貴
族
政
権
」
(
『
平
安
前
期
政
治
史
序
説
』
第
四
章
所
収
)

龍
福
義
友
「
平
安
中
期
貴
族
の
法
意
識
の
一
側
面

1
1
4
吋
小
右
記
』
を
素
材
と
す
る
考
察
|
|
」
(
山
中
裕
編
「
摂
関
時
代
と
古
記
録
』
一
九
九
一
年
。

日
本
中
世
思
考
史
へ
の
序
章
』
収
載
)
で
は
、
斯
様
な
理
の
特
徴
を
「
形
式
的
手
続
的
適
合
」
と
評
し
て
い
る
。

の
ち

「
日
記
の
思
考

主
主
b

二
百
円
4

ト主

ρ
0

勾ヨロつ
J
U

詮
幻

『
左
経
記
』
寛
仁
二
年
十
二
月
七
日
条

註
目
前
掲
書
「
平
安
中
期
の
理
」

龍
福

「
小
右
記
』
永
一
昨
元
年
四
月
六
日
条
ほ
か

15 


